
美容診療の診療縮小の解除について 

 

 

・COVID-19 感染拡大による緊急事態宣言を受け、5月の間、美容診療

を制限しておりましたが、6月 1 日より通常診療に戻して再開致しま

す。 

 

・引き続き、換気、消毒、手洗い等の感染予防対策は、継続致します。 

 

・発熱、咳やのどの痛み、息苦しさ、だるさ、味覚障害などがある場

合には、来院をお控えいただくようお願い致します。 

 


